
西脇市こども未来応援事業に係る事務手続～お願いと注意点～

○ 利用者からクーポン券を受け取る際は、他の生徒さんに見られることなどにより、当該利用者が「就学援助受給世帯」などの世帯である

ことが特定されないよう、御配慮くださいますようお願いいたします。

[配慮の例]

 利用者の同意を得て参画事業者（学習塾等）がクーポン券を預かり、利用者と参画事業者で月ごとの使用枚数（金額）をあらかじ

め取り決めて使用する。

 利用者が参画事業者（学習塾等）へ費用を支払う際に、クーポン券が見えないように集金袋などで受け取る。

こども未来応援クーポン券の取扱いについて

○ 第１回目の請求時に、「債権者登録申請書」を提出ください。クーポン利用分の支払については、指定された口座に振

り込みます。 様式は、西脇市ホームページからダウンロードできます。

○ 実績報告書及び請求書の提出は、教室ごと・サービス提供月ごとに行ってください。

様式は、西脇市ホームページからダウンロードできます。

実績報告書及び請求書について

クーポン券を添付してサービス提供月の翌月15日までに提出ください。

○ 記入例を参考に【運営の手引き】

・ 提出年月日、事業者名、教室名、担当者名、サービス提供月を記入ください。

・ 利用者から受け取ったクーポン券の№、利用した児童生徒の氏名、サービスごとの利用額を記入ください。

・ 受け取ったクーポン券の合計金額と実績報告書の合計金額が一致しているか確認ください。

・ 事業者名、所在地、代表者職氏名を記入ください。（ゴム印でも可）

・ 請求印を押印ください。 個人事業主は「債権者登録申請書」に押した個人印

任意団体は代表者の印

法人は「債権者登録申請書」に押した法人印（会社印）又は代表者印

・ 請求金額（実績報告書の合計金額）、サービス提供月を記入ください。

実績報告書の作成方法について

請求書の作成方法について

債権者登録について（第１回目請求時）



こども未来応援クーポン券の確認について

福祉部こども政策課 〒677-8511 西脇市下戸田128-1
TEL：0795-22-3111 内線1180・1181 FAX：0795-23-2519
Mail:kodomoseisaku@city.nishiwaki.lg.jp

問合せ・提出先（担当課）

参画事業者番号

参画事業者名を記入ください。

（ゴム印でも可）

①実績報告書 サービス提供月の翌月15日までに提出
②請求書
③クーポン券（№ 参画事業者名記入済み）

を、右記へ郵送ください。

確認事項

① サービス提供月とクーポン券の月が合っているか。

② 利用者名及び住所が記載されているか。

③ サービス利用者とクーポン券に記載された利用者

名が合っているか。兄弟姉妹等のクーポン券を使

用していないか。

④ 1,000円に満たない金額での使用の場合、使用す

る金額が記載されているか。

⑤ 有効期限が切れた（サービス提供月以前の）クー

ポン券ではないか。

⑥ 偽造、変造されたものではないか。

※⑤、⑥を発見した場合、直ちに市へ連絡ください。

確認が終了後、
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